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     はじめに 

 　日本は古代からの日記が豊富に残されて
いる国である。しかし、古代の日記は現在
の我々がイメージするような、個人の備忘
や思いを綴ったものではない。先例を重
んじる朝廷の儀式をはじめとする “まつり
ごと ”を自分の “家 ”で独占するためのもの
で、家を継いだ者だけが読むことのできる、
秘中の秘ともいえるものであった。そこに
は公的な事項も個人的なものも区別される
ことなく記載された。社会の変化、意識の
変化とともに日記も変化していく。役所に
所属する日記も登場し、個人のものと公的
なものとが区別されるようになる。さらに、
自我が意識されるにつれて、しだいに近代
の日記へと近づいてくる。 

 　本稿で紹介する多賀家の日記は幕末から
大正に至る 4 代の当主によって書かれた
ものである。その一部は『嬉野史』史料編
（上）・（下） （1）  に掲載されているが、日記と
しての性格は通史編「うれしの事典」 （2）  の
「多賀家日記」の項に略述されているにと
どまっている。 

 　多賀家文書に日記と考えられる冊子は計
93冊あるが、その表題は一定していない。
また伊兵衛久封（後掲系図参照）の書き留め
たものの表題には「日記」の語は含まれ
ず、記載内容も天気と金銭出入りに限られ
る。しかし、これを次の代の与次右衛門久

登の日記と比較してみると、伊兵衛のもの
に日々の覚書を加えたものが与次右衛門の
日記となっており、伊兵衛のものは与次右
衛門の日記の原型とみることができる。さ
らに与次右衛門の次の代寅之助が書いた日
記は当初与次右衛門の日記を踏襲したもの
であったが、金銭出入りを独立させ、いわ
ゆる日記となっていく。この変化を考えた
時、文人の日記や役用日記とは別系統の日
記の成立を考えることができる。その成立
過程からみれば、伊兵衛のものも「多賀家
日記」に含めるのが妥当だろう。本稿では
多賀家の中で日記の果たした役割は何か、
また、そこから何が読みとれるのかを考え
てみたい。 

 　具体的に多賀家の日記をみる前に、堀之
内村と多賀家の概要を紹介しておこう。 

 　多賀家のある一志郡は津と松阪の間、雲
出川流域にあり、現在は津市と松阪市に分
かれている。堀之内村は一志郡のほぼ中央
に位置し、雲出川の支流中村川の中流右岸
沿いにある。1889年（明治22年）4 月の町
村制施行によって 7 か村が合併して豊地
村が成立し、堀之内はその大字となり、
1955年（昭和30年）3 月には嬉野町に属し、
現在は松阪市嬉野堀之内町である。1869

年（明治 2 年）5 月の大指出帳 （3）  によれば、
本高188石8斗、新田畑7石5斗4升5合、
家数22軒、人口51人の小規模な村である。
中村川沿岸部は古くから開発された地域
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で、16世紀に開鑿されたと考えられる須
賀井をはじめ、中村川の水を取り入れるた
めの井堰・用水が発達している。1619年（元
和 5 年）徳川頼宣が紀州藩主となってから
一志郡は紀州藩領と津藩領がほぼ半々で、
両藩の相給村も多いが、堀之内村は紀州藩
一給である。米作地帯で、一志米の名で米
相場がたてられることもある （4） 。商品作物
としては木綿・菜種があり、幕末から明治
初めにかけては藍の生産もさかんであった。 
 　松阪とのつながりは強く、江戸店持商人
の奉公人となる者も多い。伊兵衛の弟文七
（のち藤田東四郎）は江戸大伝馬町組布袋屋
善右衛門店 （5）  に奉公し、仕舞登（ある程度
の役職に就いたあと退職すること）まで勤
め、しばらく在郷したあと後見役として再
勤した。また、与次右衛門の弟忠七は同じ
く大伝馬町組長谷川武右衛門店（亀屋）に
1843年（天保14年）から奉公している （6） 。 

 　多賀家は代々堀之内村の庄屋を勤めた家
である。同家文書の「多賀家系譜」（多賀
家文書史料番号28 ― 12、以下は番号のみ記
す）によれば、近江国多賀の出で、左近久
永の代に伊勢国に移り、関が原の戦いでは
東軍に属し、松平忠直に15,000石を賜った
が、のちに致仕し堀之内村に住んだという。
嫡子伊兵衛尉久友の妻は北畠家に属する多
賀与治右衛門長直の娘である。長直には男
子がなく、伊兵衛尉久友が養子となった。
この伊兵衛尉久友は1621年（元和 7 年）徳
川頼宣が鷹狩に伊勢国を訪れた折に実父の
軍功により十人扶持を与えられている。そ
して、その子が与治右衛門久信を名乗り、
堀之内村多賀家の第 1 代となった。 

 　 2 代目伊兵衛久政以降も紀州藩地士を
相続し  （7） 、短命であった 4 代目猪兵衛久次
を除いて代々庄屋を勤めていた（史料上確

認できない代もある）。日記が残る伊兵衛
久封・与次右衛門久登・寅之助久敬・芳郎
については次項以下で個々に述べる。 

 　なお、多賀家文書は7,520点あり、文書
箱10点とともに2010年（平成22年）3 月29

日付けで松阪市指定文化財となった。大半
は近代文書であるが、19世紀を中心とす
る近世村方文書もあり、明治初年にかけて
の堀之内村や周辺の様子を知ることができ
る。寅之助・芳郎は豊地村村会議員に選出
されており、寅之助は同村村長も勤め、村
役場・村会をはじめ農会・産業組合関係、
農業生産・養蚕業など、明治後半から第
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2 次世界大戦前にかけての豊地村の動勢
を細かに伝える史料が豊富である。それに、
紀州藩地士であったことによる1897年（明
治30年）以降の族籍変更請願や明治末年の
神社合祀、多くの村が関わった南山入会地
に関する史料など多種にわたる。その中で
も多賀家当主 4 代の日記は代表的な史料
である。 

 1 ．多賀伊兵衛久封の日記 

 （ 1 ）伊兵衛の経歴 
 　伊兵衛 （8）  は1786年（天明 6 年）生、1846

年（弘化 3 年）没。1817年（文化14年）地士
を相続しており （9） 、この年か前年に家督を
相続したと考えられる。地士として津屋城・
川北・須賀・権現前・下之庄・堀之内・八田・
井之上・島田村の非常取締役も勤めた。妻
は森本村青山五郎右衛門の娘で、1793年
（寛政 5 年）生、1862年（文久 2 年）没。青
山五郎右衛門も地士で、松阪領地士の惣代
であったと系譜にはある。 

 　伊兵衛の父儀左衛門久繁は堀之内村の庄
屋であり、同時に藩士正木宇左衛門の納庄
屋 （10）  でもあった。しかし儀左衛門が自身
の借財に島田村の納米売払い金をあてたと
いう一件（詳細は未詳）があり、そのために
1818年（文政元年）庄屋役・納庄屋役を退
役することになった（22 ― え17 ― 2  ― 2  ― 1～
8ほか）。この滞り金や借財の返済に苦心
しており、文七が奉公に出たのも金策のた
めであったかもしれない。儀左衛門の存命
中に返済は完了せず、伊兵衛も返済に苦労
することになった。前述の文七・忠七から
の送金にも頼り、弘化頃にほぼ完済したよ
うである  （11） 。伊兵衛が日々の出入金を記
録するようになったのは、こうした背景が

あったからではないだろうか。 

 （ 2 ）伊兵衛の日記 
 　前述したように、伊兵衛のものには「日
記」という語はない。出費を日々記録して
いくことを目的とした帳面を【表 1】に
7 点あげたが、その備考に示したように

No. 1～ 4 は 1 年間を通して記載したも
のではない。No. 5 は 5 月までの記載で
はあるが、帳をかえたということも考えら
れ、また表題の付け方は 1 年間のつもり
であったようである。すべての年代が残っ
ているわけではないため断言はできない
が、この1842年（天保13年）のものが伊兵
衛の日記の最初と考えられそうである。 

 　No. 7 は前半に1844年（弘化元年）から
1846年（弘化 3 年）の日々の天候のみが記
されており （12） 、後半に出金を記録、これは
月の〆がなされている。そのあとに入金を
日付順に記すという、内容によって区分け
した使い方をしている （13） 。6 月前半まで
記したところで筆跡が変わる （14） 。7 月に
伊兵衛が亡くなったあとも記載は続いてお
り、家族の誰かが書き継いだのだろうが、
誰かは未詳である（与次右衛門の帰宅は系
譜では1847年（弘化 4 年）、与次右衛門の
弟国五郎 （15）  が記録した可能性はある）。し
かし、誰かが書き継がねばならないもので
あると認識されていたことは確かである。
伊兵衛の遺言である可能性もあり、それは
与次右衛門によって果たされたといえる。 

 2 ．多賀与次右衛門久登の日記 

 （ 1 ）与次右衛門の経歴 
 　与次右衛門は1818年（文政元年）生、
1880年（明治13年）没。幼名は伊八郎。
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1835年（天保 6 年）から江戸に出て、柔道
や砲術を学んでいた。おそらく江戸布袋屋
に勤める叔父文七のつてを頼ったものだろ
う。父伊兵衛の死去により帰郷し、1848

年（嘉永元年）庄屋役、翌年地士相続を仰せ
付けられた。1863年（文久 3 年）天誅組の
変の折には松阪城警衛などに出張し、その
功績により三人扶持を頂戴している。1864

年（元治元年）には非常固めの大筒打組に加
わり、取締役となっている。廃藩置県後は
惣代・戸長を勤めたが、1874年（明治 7 年）
戸長を退役した。妻は伊賀上野藩士西村半
九郎の娘で、1831年（天保 2 年）生、1876

年没、名はうの。 

 （ 2 ）与次右衛門の日記概略 
 　与次右衛門は1847年（弘化 4 年）伊兵衛
の日記を踏襲して、日付と金銭出入りを付
け始める。【表 2】のNo. 1 がそれである。
1・ 2 月は入金のみ「入」が付されてい
て、出金には「出」が付されていない。 3

月から出入りの別が頭に付されるようにな
り、 6 月からは天候も書き留めるように
なる。そして年内の決算を記したあと、同
じ帳面に続けて1848年（嘉永元年）分を付
けている。少しずつ日々の事柄が記載され
るようになり、年末には事柄記載が常態化
している。 

 　1847年（弘化 4 年）にはよく似た別帳が
残されている。「弘化四丁未年正月吉日　
諸用当座帳　多賀氏」（22 ― う25 ― 1）と「弘
化四丁未年正月吉日・同五戊申年正月吉
日　金銀出入小遣帳 多賀氏」（22 ― う25 ― 2）
の綴られた 2 冊である。当座帳は文七か
ら貰った〆139両余の明細と何にあてたか
と、諸々よりの入金（米の売却や借用）を書
き留めたもので、小遣帳は1846年（弘化 3

年）末から1847年（弘化 4 年）8 月 7 日ま
での出入金を書き留めた、与次右衛門の日
記とほぼ同じ体裁のものである。伊兵衛が
1 冊に記録していたものを 2 冊に分けた
体裁である。小遣帳の 4 月13日までと当
座帳の筆跡は同じもので、文七の筆跡に近
い流暢なものである（伊兵衛の日記を書き
継いだ筆跡とも異なる） （16） 。 4 月13日に
〆を行ったあと与次右衛門のものと思われ
る筆跡で書き継がれているが、横帳をさら
に 2 段に分けて書くという異例の書式に
なっている。与次右衛門の同年の日記と比
較すると、多少の違いはあるものの、ほぼ
同じである。日記の方も 4 月13日で一旦
〆を行っており、年末の〆にも 4 月13日
以降の分の〆がある。おそらく、伊兵衛没
後多賀家の金銭方を預かってきた人物から
与次右衛門が正式に引き継いだのが 4 月
なのだろう。この小遣帳の書式は、後の与
次右衛門の日記とよく似ており、与次右衛

写真 1　表 2  No. 2

（松阪市教育委員会蔵、以下同じ）
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門が影響を受けたことをうかがわせている。 
 　与次右衛門は翌1849年（嘉永 2 年）には
帳面をあらため（表 2 のNo. 2）、表題も
記載内容も【表 2】のNo. 3 以降のもの
と変わらなくなっている。伊兵衛の日記を
引き継ぎながらも、日記部分を独立させ、
天候を併記するという、自分自身のスタイ
ルを完成させたのである。 

 　その日記は、日付・天候・事柄・金銭出
入りの順に記載されている （17） 。事柄は、（a）
家族の外出・帰宅・病気など、（b）来訪者
や近隣のつきあい、（c）農事、（d）庄屋や地
士としての役目に関する事柄、（e）自村や
近隣の出来事に大別できる （18） 。 

 　（a）では母や弟国五郎などの参詣記事が
多い。近隣の寺社、一志郡小山青巌寺、一
身田（専修寺だろう）、伊勢神宮などであ
る。自身の外出は用件が記されることが少
なく、村の用事も含まれると考えられる。
出費と関わるが松阪へ買物に行くという記
載もあり、何を町場で購入していたかがわ
かる。また、疱瘡棚を流すなどの記述や、
葬儀に関して「灰葬」の語もみえ、民俗的
にみても興味深い内容を含んでいる。 

 　（b）では来訪者名だけのことが多く、用
件は前後の記載から類推できることもある
が、大半は不明である。宿泊していく者も
あり、親類縁者だけではないようである。 

 　交際関係では、誕生祝や葬儀、病気見舞、
時候の贈答などがある。講への参加は種々
あるが （19） 、行者講の記載は頻繁にみられ
（月 1 回催されていたようである）、たい
ていの場合、宿が誰であるかも記述されて
いる。講のほか二十三夜日待も行われてい
るが、こうしたものが村の行事として行わ
れていたものか、有志の集いであるのかは
未詳である。 

 　（c）では農作業として何をしたかが記載
されている。何日もかかる場合は “～始 ”、
“～仕舞 ”など開始日と終了日に記載があ
る。米・麦作のほか、菜種・藍葉・茶といっ
た販売できる作物、大根・菜・茄子といっ
た自家消費していると思われる作物が登場
する。綿に関しては、植えるという記載は
みられるものの、収穫やまとまった売却に
関する記載は見当たらない。農作業の記載
には多くの場合、手伝い人の名前が書かれ
ており、その賃銭の記載もあるので、人を
雇っての農耕であることがわかる。田植が
完了すると「農揚り日待」（ 3 節参照）を
行うところが多い。田植後の日待のほか、
毎年 8 月 1 日という決まった日に日待が
あり、「八朔日待」という語が用いられる
こともある。もともとは豊作祈願を行う行
事だったのだろうが、金銭や品物を寺社に
供えたという記載はなく、集まって飲食を
楽しむ年中行事のひとつだと考えられる
（宿が誰かという記載はある）。 

 　（d）のうち、庄屋としての仕事は明確に
は峻別しきれないが、手代など藩役人の廻
村の記載や免状の受理、免割などは村役人
としてのものである。「寄会」「会談」など
の語が時折みられるが、村としての寄合と
は限らない。講や地士間のもの、また用水
の組合などである可能性があるからであ
る。ただ、講は講の名前が記載されること
が多く、地士間の集会は、稽古と記載され
たり、地士という語が入っていることが多
いので、これらではないのだろう。 1 月
16日～18日頃に毎年「初寄会」という記
載があり、村方と書かれることもあるので、
村として定例の寄合が持たれていたことが
わかる。 

 　地士については、1850年（嘉永 3 年）
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から大砲稽古の入用金の積立を始めてお
り （20） 、それに関する会合や稽古などの記
載がみられるようになる。それまではほと
んどないといってよい。1863年（文久 3 年）
の天誅組の変の折には松阪城下へ詰めさせ
られており、数日交代で松阪に滞在してい
ることがわかる。1867年（慶応 3 年）には
免割の時期までも農兵稽古の記載があり、
与次右衛門はかなりの頻度で参加している
様子である（欠席の場合は断りという記載
がある）。 

 　（e）の中で、村の行事として記載がある
わけではないが、 2 月と 6 月の祭、11月
の山の神、稲荷日待、庚申日待 （21）  や、cに
あげた農揚り日待・八朔日待などは村の行
事だろう。また、道作りなど出合（村の共
同作業）の記載もある。堀之内村のもので
はないが、村芝居や相撲興行の記載も時折
みられ、自身や家族が見に行ったりしてい
る。地震 （22）  や洪水・火事といった災害情
報（雨乞なども含む）、1855年（安政 2 年）・
1867年（慶応 3 年）のお札降り （23）  などの事
変は簡単な記載ではあるが、貴重なもので
ある。また、津島社や伊勢神宮の札配り、
富士講の出発と帰郷などは毎年みられ、定
例となっていることがわかる。 

 　以上の記載はすべて簡略な記述である。
しかし与次右衛門本人が読めば、十分なも
のだったのだろう。詳細は日記以外の書付
などで確認すればすむことである。事柄を
書き加えることにしたのは、金銭の出入り
だけでなく、さまざまなことに目を配り、
儀左衛門のような失敗を繰り返さないため
だったのではないだろうか。儀左衛門が借
財をかかえることになった原因は未詳であ
るが、順調な経営ができるように、年間の
作物収量を記録することをはじめ、さまざ

まな工夫をこらしたことだろう。その一つ
がこの日記だったのではないかと思われる
（伊兵衛にもあてはまる）。与次右衛門がど
う役立てていたかはおそらく知ることはで
きないだろうが、少なくとも人とのつなが
りに関しては役立ったはずである。たとえ
ば多賀家での誕生祝・疱瘡祝・葬儀などは
単独の帳簿が作られ、きちんとした一覧が
記録されている。しかし、他家の誕生や葬
儀、日常的な品物や「ため」 （24）  のやりとり、
人の往来などにわざわざ帳簿が作られては
いない。そうした細かくはあるが忘れては
ならない諸事の備忘として、日記が役立っ
ていたことと思われる。 

 （ 3 ）日記にみる農作 
 　日記には農作業のすべてが記されている
わけではなく、農事日誌としては不完全な
ものである。しかし、当時の農家の 1 年
をおおむね知ることができるし、毎年の記
述を丹念にみていけば、補える部分も多い。 
 　以下1855年（安政 2 年）の日記からいく
つか例をあげておこう。 

 ・田方 

 　　 4 月27日（太陽暦 5 月11日、以下同じ） 
 　　　　　　　田すきにかかる 

 　　 5 月 1 日（ 6 月14日）　田すき終り 

 　　 5 月 6 日（ 6 月19日）　田植始め 

 　　 5 月 8 日（ 6 月21日）　田植終り 

 　　　　　　　　　　　　（ 9 日村中済） 
 　　 6 月28日（ 8 月10日）　草手 

 　　 6 月29日（ 8 月11日）　田草仕舞 

 　 7 月13日（ 8 月25日）　牛にて草刈り 

 　　 9 月15日（10月24日）　石州稲刈り 

 　10月 3 日（11月12日）　おいせ稲終り 

 　　10月11日（11月20日）　臼すり 

 ・菜種 
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 　　 4 月23日（ 6 月 7 日）　揉む 

 　　 5 月17日（ 6 月30日） 
 　　2石4斗4升1合、67匁替、六軒出 

 　　 5 月21日（ 6 月 3 日）　種代受取 

 　　12月13日（ 1 月20日）　植える 

 　　12月17日（ 1 月24日）　植え終り 

 ・藍葉 

 　　 4 月 8・ 9 日（ 5 月23・24日）植付け 

 　　 6 月14日（ 7 月26日）　刈る 

 　　 6 月15日（ 7 月27日）　揉む 

 　　 8 月12日（ 9 月22日）　片付け 

 　　 9 月 2 日（10月11日）　紺屋へ持行 

 ・茶 

 　　 4 月15日（ 5 月30日）　荒増 1 丁 

 　　 4 月17日（ 6 月 1 日）　片付け 

 ・その他 

 　　 3 月20日（ 5 月 6 日）　芋植え 

 　　 4 月 2 日（ 5 月17日） 
 　　　　　　　　綿・大角豆・小豆・粟蒔 

 　 7 月18日（ 8 月30日）　粟・黍片付け 

 　　 8 月12日（ 9 月22日）　胡麻片付け 

 　　 8 月23日（10月 3 日）　菜蒔始め 

 　　 8 月26日（10月 6 日）　菜終り 

 　　　　　　　（出入金部分の記載は除く） 
 　このほか〆粕の購入や蓮華草の栽培など
肥料に関する記載もある （25） 。また、稲の
品種が記載されていることもあり、幕末か
ら明治にかけての品種改良に関心があった
ことも読みとれる。 

 　与次右衛門は1847年（弘化 4 年）から、
前半は借用関係、後半は 1 年間の収穫集
計という帳面 （26）  を作成している。1855年
（安政 2 年）の分を拾い出してみると次の
ようになっている。 

 ・茶　正味 9 斤50目（ 4 月 14日取入、17

日片付け） 
 ・麦　 8 俵（ 5 月 4 日片付け）凡1反8、9畝 

 ・荒麦　1石1斗7升（ 5 月 8 日）畑 6 切 

 ・えんどう　2斗5升 

 ・菜種　2石4斗4升3合　凡4反2畝 

 　　（ 5 月17日、値段六軒出かます入 6

斗7升替、代金3両2分19匁1分7厘） 
 ・梅　1斗4升（値段 6 升替） 
 ・そら豆　2斗（ 5 月17日）　 2 切 

 ・小麦　5斗1升（ 5 月18日）　 6 切 

 ・藍 1 番　 4 貫920目 

 　　（ 6 月26日、11貫替、代金28匁6分2

厘） 
 ・藍 2 番　 4 貫600目 

 　　（ 9 月 2 日紺屋へ出す、17貫替） 
 ・味取大角豆　6升 

 ・黍　1斗6升 

 ・粟　2斗2升 

 ・夏小豆　1斗 

 ・夏大豆　2升5合（粟の中） 
 ・白胡麻　2斗6升 

 ・荒胡麻　1升 

 ・唐きび　5升　5うね 

 ・煙草　5斤 

 ・綿　3貫970目（玉綿） 
 ・京早稲　4斗6升　80坪程 

 ・夏蒔大豆　1斗 

 ・冬小豆　1升　畑はしばし 

 ・つる小豆　2升　畑はしばし 

 ・米44俵2升（8反2畝、内餅米1石弱） 
 　　　　　　ほかに籾3俵（種） 
 　　　この内より神仏へ凡3斗 

 　　　　　年貢11石3斗6升6合1勺 

 　　 9 月15日田刈始、10月23日仕舞 

 　　　（栽培した田畑の場所の記述は省略） 
 　日記には栽培が確認できないものもあ
り、こちらの帳面が農業経営の主簿といえ
よう。また菜種と藍以外は売却代金が書か
れていないので、自家用なのだろう。日記
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には少量の売却が記載されるものもある
が、余剰を売却したものと考えられる。な
お、綿も一般には商品作物ととらえられる
が、多賀家では綿の栽培や収量は日記や上
記の帳面に記載されているものの、売却代
金は記載されていない （27） 。したがって、
綿も自家用と考えた方がよさそうである
（余剰分と思われる分を売却することはあ
る）。 

 　養蚕に関する記述が1872年（明治 5 年）
の日記（【表 2】のNo. 24）の表紙見返しに
ある。「四月廿三日井関ニ而申受候、蚕春
子五十日目まいヲスル、七月二日二番子誕
生」というもので、日記の当該日には何も
触れていない。多賀家が養蚕を本格的に行
うのは寅之助の代になってからであるが、
明治初年から関心をもっていたことがうか
がえ、興味深い。 

 （ 4 ）日記にみる経営状態 
 　与次右衛門が日記に付け落としがないよ
う気を配っていたのは、金銭の出入りであ
る。付け落としがあった場合、後日に日付
を示して追記されていることからそれがう
かがえる。初期は毎月出・入の計を出し、
過不足がどれだけあるか書き留めている。
盆前・盆後の〆もあり、年末には 1 年間
の決算を行っている。しかしそれがあるの
は1859年（安政 6 年）までである。1863年
（文久 3 年）から1867年（慶応 3 年）の日記
ではその年の途中までは月の〆があるもの
の、後半は月〆もなく、年の〆もない。せ
めて年の〆があれば、経営帳簿としての役
割が期待できるが、それがないということ
は、日記で経営状況を把握するつもりがな
かったということだろう。 

 　以下に1859年（安政 6 年）までの決算を

紹介しよう。 

 1848年（嘉永元年） 
 　　〆14両3分 札4匁8分2厘 

 1849年（嘉永 2 年） 
 　　盆前出〆 7 両3分 9匁6分3厘 

 　　　　入〆 5 両3分 6匁9分4厘 

 　　　　〆 2 両 2匁6分9厘不足 

 　　盆後出〆533匁1分5厘 

 　　　　入〆252匁1分1厘 

 　　　　〆281匁4厘不足 

 　　　　　　　　　　　（年〆は出のみ） 
 1850年（嘉永 3 年） 
 　　不足〆 4 両3分 札15匁2分5厘 

 1851年（嘉永 4 年） 
 　　出〆 1 貫300匁4厘 

 　　入〆897匁1分 

 　　〆403匁3分2厘不足 

 1852年（嘉永 5 年） 
 　　盆後出〆569匁1分3厘 

 　　　　入〆354匁8分4厘 

 　　　　〆214匁2分8厘不足 

 　　（ 盆前は虫損のため開披不能、年〆欠
か） 

 1853年（嘉永 6 年） 
 　　出〆 5 両 札890匁7分8厘 

 　　入〆 8 両 札750匁5分6厘 

 1854年（安政元年） 
 　　出〆26両1分 札14匁6分4厘 

 　　入〆25両3分 13匁9分9厘 

 　　　　外に2分2朱 

 　　〆6匁2分過 

 1855年（安政 2 年） 
 　　出〆30両 9匁8分6厘 

 　　入〆30両2分 13匁 

 　　〆2分 3匁1分4厘過 

 1856年（安政 3 年）　　年・月とも〆なし 

 1857年（安政 4 年） 



183

伊勢国一志郡堀之内村多賀家の日記

 　　出〆44両3分 4分6厘 

 　　入〆30両1分 6匁7分5厘 

 　　〆14両1分 9匁7分1厘不足 

 1858年（安政 5 年） 
 　　出〆52両2分 4分8厘 

 　　入〆57両3分 12匁5分6厘 

 　　〆 5 両1分 羽書62匁8厘過 

 1859年（安政 6 年） 
 　　出〆54両 6匁7分3厘 

 　　入〆49両3分 7匁2分6厘 

 　日記の決算をみる限り、不足が多い。こ
れでは経営は成り立たないはずであるが、
どういうことだろうか。 

 　出入りの詳細をみると、この出入りは、
表題のとおり「小遣」であり、現金のやり
とりに限られている。立替金は「出」と記
載され、それが返済されれば「入」に記載
される。そして借用証文や売買証文が作成
されるような金銭の出入りはここにはみら
れない （28） 。山を購入したという記載はあっ
ても、その金額や支払いについては記載さ
れていない。日記に記載された出入りはあ
くまで手持ちの金銭の出入りであって、手
元の有金を確認するためのものなのではな
いか。前項で紹介した農作物をみると、米
に余剰がありそうである。余剰米を売却し
て得た収入が日記にはみられない年もある
ため （29）  、まとまった取引は日記には記載
されず、そうした入金によって収支がとれ
ているのではないだろうか。 

 　逆に考えると、ここに記載されている藍
葉や菜種は、出荷を目的として栽培してい
るのではあるが、意識としては余剰物の販
売と変わらないのではないだろうか。茶や
豆などは自家用に栽培して、余ったものを
売っていると考えられる （30） 。それと帳面
上の扱い（日記・収穫集計ともに）が変わら

ず、栽培の経費（手間賃など）を勘定して採
算がどうかということを考えている様子も
ないのである。 

 　多賀家の経営の中心は米であり、稲の品
種に関心をよせるのもその顕れだろう。日
記も安政頃から米の売却記載が多くなって
くる。幕末の米価騰貴を背景に、米の販売
を意識的に行うようになったと考えられ
る。それとともに慶応期から月末に米相場
が記載されるようになる。米価変動の激し
さから記述したくなったとも考えられるも
のの、やはり販売することが頭にあったか
らではないだろうか。 

 3 ．多賀寅之助久敬の日記 

 （ 1 ）寅之助の略歴と地域の役職 
 　多賀寅之助久敬（久康）は、1864年（元治
元年）3 月28日生まれである。多賀家文書
の中に「名附祝」に関する史料が含まれ （31） 、
幼名は虎吉であったこともわかる。 

 　そして、1880年（明治13年）10月、父与
次右衛門久登の死去により多賀家を継ぐ。
満16歳で、妻帯者でもあった。翌1881年
（明治14年）1 月から彼の日記帳が残存す
るが、虎之助久康（のちに寅之助久敬）を名
乗っている。妻の糸は多賀家と同じ中村川
の上流域に位置する一志郡宮野村の久保家
から嫁いできた。1882年（明治15年）11月
6 日には長男が生まれ、芳郎と名付けら
れた。この芳郎についても日記が多少残存
している。 

 　寅之助の略歴については、1935年（昭和
10年）発行の『地方発達史と其の人物』 （32）  

や『嬉野史』通史編 （33） 「うれしの事典」に
記述があり、多賀家文書の中には「多賀家
系譜」（28 ― 12）・「多賀系譜」（28 ― 14）、「履
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歴書」（3 ― 270）なども含まれている。日記
帳類の性格を知る上で寅之助自身の履歴は
重要であるので、それらの史料をもとに簡
単に述べる。 

 　まず、1883年（明治16年）12月、堀之内
村の「取締」に就き、1884年（明治17年）
9 月には「時習学校々務掛」となる。そ
して、1889年（明治22年）4 月の町村制施
行に伴い堀之内・島田・薬王寺・八田・下
之庄・一志・井之上の 7 か村が合併して
豊地村が誕生すると、同村の村会議員に選
出される。同時に堀之内区長を 8 年間勤
め、豊地村役場収入役 3 年間、同助役 4

年間を経て、1904年（明治37年）6 月に宮
村勇三郎村長の日露戦争出征した後を受
けて村長となる。豊地村村長は1908年（明
治41年）6 月までの 1 期で退任するが、
以後も村会議員や一志郡会議員を続ける。
さらに、依頼されて1919年（大正 8 年）11

月～1920年（大正 9 年）5 月は隣村の中郷
村の村長臨時代理者、1920年（大正 9 年）

5 月～1921年（大正10年）2 月は同村村長
となる。 

 　以上が寅之助のいわゆる公職を中心とし
た略歴である。また、多賀家は旧紀州藩地
士で、1898年（明治31年）12月には族籍変
更願による士族編入が認められ、寅之助は
伊勢地域在住の「旧和歌山藩ヨリ士分ヲ受
ケタルモノ」で構成する「徳勢会」を組織
し （34） 、1906年（明治39年）5 月の第 1 回
総会で会長となった。紀州徳川家と親交を
もち、当初12人であった会員も1922年（大
正11年）には48人に増加していた （35） 。 

 　さらに、ほかにもさまざまな地域の役職
に就き、日記帳には「総（惣）代」・「委員」・「会
長」・「世話方」などといった役職名がふん
だんにみられる。その役職の個々の業務内
容や背景などを他の史料とも突き合わせて
調査すれば、この地域の明治・大正期の歴
史的状況がさらに明確になることが期待さ
れる。 

 （ 2 ）寅之助の日記・日誌類 
 　寅之助の日記帳は、【表 3】のとおり50

冊が残存している。期間は1881年（明治14

年）～1922年（大正11年）で、1922年（大正
11年）11月20日に脳溢血で急逝する前日ま
で日記を付けている。しかし、1901年（明
治34年）の日記帳のみが見当たらない。何
かの事情で多賀家の一連の文書群から外れ
てしまったようである。 

 　【表 3】のNo. 26・28・30・32・33・35

は豊地村村長を勤めた1904年（明治37年）
6 月以降の日誌である。No. 35は村長を退
任した1908年（明治41年）6 月以降も「公
用」を記録し、1909・10年（明治42・43年）
の同記録と合綴している。それに、No. 

46・48も前述した中郷村村長臨時代理者・

写真 2　多賀寅之助肖像写真　多賀家文書33―13
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村長時期のものである。これらは寅之助個
人の「日記（帳）」とは別にあり、「役場日
誌」・「日誌」・「～ニ関スル事」と表記して
個人の日記とは区別している。また、帳面
形態や綴じ方も異なり、1881年（明治14年）
から始まる日記帳は1906年（明治39年）ま
では横帳、1907年～22年（明治40年～大正
11年）の日記帳は竪帳形態で、五つ目（四
つ目）綴のものである。それに対して、役
場・公用の日誌は既製の日記帳・ノートや
洋装のものを使っている。たとえば、No. 

26の「役場日誌」の表紙見返しには 1 年
間の「出席表」欄、裏表紙には「受業時間
表」や姓名欄が印刷され、No. 46・48には
表紙に「NOTE　BOOK」とある。 

 　次に、No. 9 は罫紙を横線で段分けし、
上下に 1888年（明治 21年）1 月～1889年
（明治22年）2 月の毎日の天気や出来事を
書き付けたものである。内容・字句はNo. 

8・11の日記帳とほぼ同一で、No. 9 は
これら日記帳の下書きと考えられる。それ
はNo. 8 の1888年（明治21年）日記帳には
下書きにない 7 月15日の福島県磐梯山噴
火のことを記しており、清書の際に全国的
な重大な事件を追記したものと思われるか
らでもある。そして、この事件の記載が
3 日後の18日にあるのは、15日の清書が
既に済んでいたからだと考えられ、あまり
日を置かずに清書がなされていたようであ
る。なお、こうした全国的な事件の記載は
他の日記帳にも何か所かみられる。 

 　それに、No. 17は「明治弐拾八年日記覚」
という表紙が付けられているが、中身は罫
紙に乱雑に書き込まれ、やはり下書きと思
われるもので、「覚」という表記からもそ
れをうかがわせる。一部に1891年（明治24

年）の記事もみられ、1895年（明治28年）も

記述のない月がある。こうした日記帳の下
書きはNo. 9 とNo. 17だけで、1895年（明
治28年）の清書された日記帳は確認できな
い。 

 　No. 1～ 5 の1881年～85年（明治14年～
18年）日記帳は「金銀（銭）出入」を冠した
もので、米・茶・菜種・藍葉などの売却に
よる収入、地租・協議費の納入、さらに田
植・稲刈りなどの労賃や作物種購入などの
支出を詳細に書き上げている。いわば、父・
与次右衛門久登の日記帳の形を受け継ぐも
のであった。それが1886年（明治19年）以
降は日記帳表題から「金銀（銭）出入」を削
除し、地域や家族の行動記録が多くなって
いる。この時期、行政をはじめさまざまな
面で変革があり、寅之助も前項で述べたよ
うに地域の役職に就き、地域をリードする
立場になってきたからでもあった。 

 　No. 10とNo. 25は、いずれも表題がない
が、年月日とその日の記録があり、日記帳
の範疇であろう。そのうち、No. 10は1888

写真 3　表 3  No. 1
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年（明治21年）4 月12日～ 7 月15日の堀之
内村外四ヶ村の井堰改良事業関連の記録
で、寅之助は堀之内村惣代を勤めていた。
また、No. 25は1903年（明治36年）10月に
実施された県会議員選挙の運動記録で、寅
之助らは 8 月14日～10月 5 日の間、豊地
村出身の候補者宮村勇三郎の応援に郡内を
走り回ったことがわかる。 

 （ 3 ）日記にみる明治・大正期の地域社会 
 　多賀寅之助の日記帳・日誌は、明治・大
正期の地域の歴史事象や習俗慣例を知る上
できわめて重要な史料である。『嬉野史』
編纂時には、一部の掲載でなく、全冊を翻
刻して出版できればという声もあったほど
である。しかしながら、ここにすべてを紹
介することはできないので、特に個人的な
日記帳から当時の地域の状況をみてみよう
と思う。寅之助が豊地村村長の時の「役場
日誌」・「日誌」は、日露戦争の戦死者遺骨
受領や帰郷兵士慰労会、産業組合設立経緯、

田植の正条植検査など、『嬉野史』史料編
（下） （36）  にかなり収録しており、ここでは
触れない。 

 ①　多賀家の年間農作業 
 　堀之内村は農村地帯で、多賀家も多種の
農業生産を行っていた。1881年～1885年
（明治14年～18年）の「金銀（銭）出入晴雨
日記帳」（【表 3】No. 1～ 5）でみると、
1881年（明治14年）の収入は米をはじめ麦・
綿実・菜種・茶・梅の売却で、藍葉や藁、
さらに肥料となる蓮華草を売却している年
もある。日記帳とは別の1887年～1896年
（明治20年～29年）の「農事帳」（ 3  ― 175）
をみると、かなり多くの小作米の受領もあ
るが、いずれにしても農産収入が生活の基
盤であった。自作増産のためには種蒔き・
植付け・刈取りなどの作業時期は大切で、
過年次の月日を参考にすることは現在もよ
くあり、日記を付ける意義の一つともいえ
る。そういう意味で、まず農作業について
取り上げてみようと思う。 

 　寅之助の日記帳には、精粗はあるものの
各種農作業の記載があり、年間農作業の状
況が把握できる。『嬉野史』文化財・民俗
編 （37）  では、「多賀家文書に見る生業」とし
て「農事帳」・「農事之覚」（29 ― 7  ― 2）など
の史料とともに日記帳を利用し、1915年
（大正 4 年）の日記帳から米作・麦作・菜
種栽培・養蚕に分けて月（上・中・下旬）ご
との作業が表になっている。それに1914

年（大正3年）日記帳の記載も一部加え、改
めて掲げると以下のとおりである。 

 　○米作 

 　　 5  月上旬　籾種塩水撰・川漬け、苗代
整地・籾蒔き 

 　　 6月中旬　返シ田・井水 

 　　同月下旬　田植 

写真 4　表 3  No. 50
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 　　 7月上旬　一番打田 

 　　同月中旬　二番草・三番草 

 　　同月下旬　四番草・五番草 

 　　10月下旬　稲刈り 

 　　11月上旬　稲こき・臼摺り 

 　　同月中旬　糯稲刈り 

 　　同月下旬　臼摺り 

 　○麦作 

 　　19 14年（大正 3年）11月下旬　麦田牛
仕事・麦蒔き 

 　　1915年（大正 4年）6 月上旬　麦刈り 

 　○菜種 

 　　 1月下旬　種田こなし・菜種植え 

 　　 6月上旬　菜種刈り 

 　　同月中旬　菜種もみ 

 　○養蚕 

 　　 4月下旬　蚕発生・掃立て 

 　　 5月上旬　初眠起桑付け・二眠同 

 　　同月中旬　三眠同
　　同月下旬　四眠同・蚕上族 

 　　 6月上旬　繭もぎ 

 　　 7月下旬　蚕発生 

 　　 8月下旬　繭もぎ 

 　以上、1915年（大正 4 年）の日記帳は満
遍なく年間の主な農作業を記載している
が、他の日記帳と比べても上記の作業時期
に大きな差異はなさそうである。ただ、
1887年（明治20年）頃から稲品種の改良が
さかんで、多賀家でも「新助」という品種
を栽培し、10月中旬に稲刈り・稲こきを
している例はある。 

 　また、養蚕については、すべての年次の
日記帳に記述があるわけでなく、1892年
（明治25年）の日記帳に「六月十四日　雨午
后やみ居候　下男ト音五郎ト二人繭売ニ遣
す　松坂ニテ売二斗四斗

（升）

五合有リ一斗二円
五十銭ノ割」と初めて記される。一般の農

家で養蚕がさかんになるのは明治期後半
からで、多賀家は1892年（明治25年）には
養蚕を始めていたと思われ、日記帳にも
徐々に記載が多くなる。1893年（明治26年）
8 月 3 日に「品評会見　繭五等賞ヲ受」、

1894年（明治27年）6 月 4 日に「精繭四斗
六升売却」、1896年（明治29年）5 月25日に
「桑接苗植ル　四眠起桑付」、同年 5 月30

日に「桑葉十五貫位買入」などが記され
る。そして、1900年（明治33年）の日記帳
では 4 月下旬から 5 月下旬の春蚕飼養と
は別に、 7 月末から 8 月20日頃にかけて
飼養が行われている。上記の1915年（大正
4年）も同様、 2 期の飼養であるが、1917

年（大正6年）以降、芳郎の日記帳が残存す
る1925年（大正14年）までは 3 期の蚕飼養
が何年か確認できる。およそ 1 か月の蚕
飼養期間は毛蚕（けご＝蟻蚕）から段々と大
きくなる蚕に合わせて糞の片付けとともに
蚕座紙や筵などを増やし、4 回の眠（脱皮）
から起きるたびに夜中でも桑付をしなけれ
ばならず、養蚕の作業は並大抵ではなかっ
た。それでも、養蚕は農家の貴重な現金収
入で、「おかいこさま」といわれ、大切に
された。こうした養蚕作業の詳しい状況は、
前述の『嬉野史』文化財・民俗編のほか、
『三重県史』別編　民俗 （38）  でも記述したが、
その内容は日記帳など多賀家文書が中心に
なった。 

 　なお、明治期の農作業として特徴的なも
のに綿と藍の栽培があり、寅之助の日記
帳にわずかながら記述がある。綿は1881

年（明治14年）1 月 1 日に「入十五銭七
厘　ワタミ壱貫五百十五匁　玉子六ツ」、
1888年（明治21年）6 月 6 日に「綿蒔致ス、
幸吉・米吉雇入」とあり、多賀家の農作業
は基本的に人を雇い入れて行われていた。
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綿の栽培に関する記述は、1887年（明治20

年）8 月15日に「米吉綿畑仕事」、1891年（明
治24年）5 月17日に「綿まき致す」、1892

年（明治25年）5 月31日に「綿蒔致」とみ
られるが、1893年（明治26年）以降は記述
がなく、綿を栽培しなくなったと思われる。
それは、「農事帳」記載の1887年（明治20年）
の綿売却量も 1 貫450匁で、1881年（明治
14年）の売価から考えても多賀家の収入に
占める割合はさほど大きくなかったからで
あろう。 

 　他方、藍については、1910年（明治43年）
頃の三重県立師範学校生徒作成の「郷土
誌」 （39）  によると、雲出川や支流の中村川周
辺の地味は四国阿波の吉野川に類似して藍
が 2 尺以上にも成長し、豊地村で約 3 町
8 反に藍を作付けしていたという。多賀
家でも「農事帳」の1892年（明治25年）の
売却量・代金をみると、一番藍葉が15貫
803匁・ 6 円88銭3厘、二番藍葉が 7 貫
300匁・ 1 円97銭3厘で、かなりの収入と
なり、約 4 畝の畑に栽培していた。その
ため、寅之助の日記にも藍について多く触
れられるが、1907年（明治40年）の日記帳
を最後に以降は記載が認められなくなり、
藍の栽培をやめた可能性が強い。 

 ②　堀之内村の日待と正月の意識 
 　農村には「日待」という風習があり、日
記帳にも年間何日か記載がみられる。『広
辞苑』では、日待とは「前夜から潔斎して
寝ずに日の出を待って拝むこと」と「農村
などで田植や取入れの終った時などに、部
落の者が集まって会食や余興をすること」
と記されるが、日記帳の日待は後者の意味
合いが強いもので、特に 7 月初旬の「野
上り日待」はいうまでもない。 7 月初旬
には田植の終期とされる半夏生（夏至から

11日目）を迎え、堀之内村でも既に村中が
田植を片付けており、「野上り日待」が村
中に触れられた。1884年（明治17年）7 月
1 日の日記帳には「はんげしよ　野上り
日待也」とあり、この日はすべての村人が
農作業を休み、くつろいだのである。そ
れと同時に、田植賃金などの支払いをす
るのが習わしで、「出金九十三銭六厘　賃
田　但壱反十八銭割　外ニあら麦三升　同
四十六銭二厘　田植賃　但壱反十一銭割　
外ニ六銭七厘茶トシテ進ス」と日記は続い
ている。参考として、同じ一志郡の農村（現
津市）に住む筆者も経験上1970年代まで日
待があり、「野上り日待」には父親が田植
賃金を精算していたと記憶している。 

 　この半夏生の「野上り日待」以外に別の
日待もいくつかあり、1884年（明治17年）
の日記帳から日待を拾ってみよう。まず、
1 月 1 日に「御日待有之」、6 月23日「日
待致候　富士講致ス」、 7 月28日「午後ヨ
リ日待致候　毎年之例天皇様出合」、 8 月
27日「旧七月七日　日待候　但初盆無之
ニ付」、 9 月17日「日待候也」、同月19日
「旧八月一日　野明日待致候」と 6 回ある。
新暦の正月、富士講・天王祭礼出合、七夕・
八朔で、八朔は古くから新穀の贈答や豊作
祈願の行事が行われたといい、1881年（明
治14年）の日記帳で「旧八月一日ニテ毎年
野明日待」と記されている。また、臨時的
な日待もあった。1882年（明治15年）10月
19日の日記には、入会山（南山）の所有権
問題で訴えられていた堀之内村を含む15

か村が判決によって勝利したので、15か
村全部が日待とし、夜には会食をしたとあ
る。それに、1889年（明治22年）9 月 3 日
は「地価特別修正ナルニヨリ豊地村全体日
待ス　酒飯あり」とみえ、1905年（明治38
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年）1 月 3 日には日露戦争で旅順が陥落し
たというので日待とし、神酒があって芳郎
が出席している。さらに、1888年（明治21

年）7 月23日の暴風雨、同年 8 月30日の
雨降りなど、天候上からの日待も設けられ、
村中が農作業を休んだ。 

 　なお、1882年～1888年（明治 15年～21

年）の日記帳では新暦の正月元旦を日待と
し、家庭の行事などはあまり記されず、前
年末の正月を迎える準備も特になさそうで
ある。家庭では、旧正月元旦を大切に「家
内無事目出度祝ス」とし、おおむね前日～
5 日前の間に「すゝはき（すゝとり）」し
たり、「餅付」したりしている。それが、
1905年（明治38年）の年末からは新暦の正
月元旦に備えても餅搗きをするようにな
る。新暦の正月に対する意識の変化であろ
う。 

 　しかし、翌1906年（明治39年）の 1 月
22日にも餅搗きをし、25日の旧正月元旦
の 3 日前で、正月の準備である。また、
1919年（大正 8 年）は 1 月28日に餅搗きを
行い、 2 月 1 日の旧正月に「旧例ニ依リ
雑煮の祝ひ」と記している。このように、
旧正月元旦への意識や習俗は依然として残
るが、1912・1915・1918年（大正元・ 4・
7 年）の場合は 2 月中旬に旧暦の正月元旦
を迎えるにもかかわらず、餅搗きは 1 月
下旬である。さらに、1922年（大正11年）
は 1 月28日の旧正月元旦の翌日に餅搗き
を行っている。これらは旧正月の準備とい
うよりも自然乾燥に適した寒の餅搗きを重
視したものである。寒餅は腐りにくいので、
今も農村では寒に餅搗きをし、あられやか
き餅も作る家庭がみられる。 

 　一方、新暦による正月の意識は、学校で
の新年の「拝賀式」によっても強化されて

いったと思われる。1886年（明治19年）1

月 1 日、前年堀之内村に完成した時習学
校で拝賀式が開催され、多賀寅之助も出席
した。全国的にいつごろから学校での新年
拝賀式が始まったのかは不詳ながら、三重
県内では1885年（明治18年）に三重郡菰
野学校で新年式を挙行しており （40） 、時習
学校の開催は早い時期なのかもしれない。
他の調査事例を待ちたい。ただ、それ以降、
1915年（大正 4 年）正月の「御諒闇中ニ付
学校ニての拝賀式ハ無之候」という記述を
除いて毎年の日記帳冒頭に拝賀式の記載が
ある。1888年（明治21年）正月の拝賀式か
ら「生徒エ菓子『祝新年』ヲ遣ス」と記さ
れ、明治期の日記帳でみる限り11月 3 日
の天長節は1889年（明治22年）、 2 月11日
の紀元節は1893年（明治26年）から学校で
式典が行われるようになり、生徒に饅頭が
配られている。1950年代に正月元旦の小
学校式典で紅白饅頭を貰った記憶がある筆
者にとって、この頃から饅頭の配付があっ
たのかと思うと懐かしさも感じる。しかし、
その新年拝賀式などが生徒・児童に与えた
影響は近代の天皇制を中心とする国家体制
の強化と無関係ではなかった。今後、さら
に広い範囲で学校行事にも注目していく必
要があろう。 

 ③　地域の寄合・出合 
 　農村社会における寄合や出合は重要なも
ので、地域の一員として欠かせない、いわ
ば義務的なものである。寄合は相談・協議、
出合は共同作業で、現在も農村では寄合・
出合という言葉は生きており、筆者の住む
地域でも定例の寄合と年間数回の出合が行
われている。 

 　寅之助の日記帳のうち、1883・1884年（明
治16・17年）を例としてみてみると、次の
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ようである。 

 　○1883年（明治16年） 
 　　 5 月12・14日溝堀道造リ 

 　　同月31日入会山出合 

 　　 6月 2 日県会議員入札ニ付寄合 

 　　同月13・16日寄合 

 　　 7月13日寄合 

 　　 9月24日寄合 

 　　同月26日～28日芝居小屋立出合 

 　　10 月 3 日～ 5 日小屋コワシ跡片付出
合

　　同月 9～11日寄合　井分水之件 

 　　同月11日夜村寄合　酒飯有 

 　　同月16日寄合　飯有 

 　　同月17日寄合 

 　　同月22日道造リ出合 

 　　同月24日寄合 

 　　11月 5・ 6 日寄合 

 　　同月 7 日川筋修繕之件寄合 

 　　同月14日寄合 

 　○1884年（明治17年） 
 　　 2月 7 日集会 

 　　同月13日初寄合 

 　　同月14日集会 

 　　同月25日地主連中集会 

 　　 3月19日集会 

 　　 5月 8・ 9 日大道路造リ出合 

 　　同月20・24日入会山集会 

 　　 6月 2 日入会山集会 

 　　 7月28日御天皇様出合 

 　　同月31日溝堀出合 

 　　 9月 5・19日学校件集会 

 　　10 月 1・ 4・16・18・24日学校件集
会

　　同月17日村作道造リ 

 　　同月25日集会 

 　　12月 4 日庚申行者様取除出合 

 　　同月 7 日村集会 

 　　同月 9 日～11日学校出合 

 　　同月22日山神出合 

 　これによれば、1884年（明治17年）は
1883年（明治16年）に使っていた「寄合」
という用語を換えて「集会」としている。
当時、集会条例などもあり、近代的な感覚
から集会を積極的に使ったのであろうか。
以後も集会としている。日記帳の寄合また
は集会というだけの記述では協議された具
体的な案件は明確でないが、前後の行動記
録から見当のつく場合もある。1883年（明
治16年）の 9 月には村で 3 日間芝居興行
を行っており、それに伴う寄合と出合が続
いたと思われる。 

 　また、1884年（明治17年）9 月～12月は
下之庄学校・薬王寺・一志学校の 3 校が
合併して堀之内村に時習学校を建設中で、
その関係の「学校件集会」や出合が多く
あった。特に多賀寅之助は時習学校校務掛
で、12月 8 日と23日には校区 6 か村の時
習学校新築委員に対し「ゴロ石寄セ」と「立
マイ」の作業員の割当をした「回章」を出
した （41） 。そして、12月 9 日～11日には石
ツキ作業などの出合があり、翌年 1 月 9

日には「学校ム子アゲ之祝仕、拙宅ニテ大
工八人校務掛新築委員等集会シ酒飯有之
候」と日記帳にみえる。 

 　それに、寄合・出合の要因として多いの
が「井分水之件」であった。中村川沿いに
ある堀之内では、1907年（明治40年）の史
料であるが、水田面積14町8反3畝7歩す
べてが川から導水していた（42）。そのため、
下之庄など他地区との分水が常に問題と
なった。1885年（明治18年）9 月 1 日、堀
之内村取締の多賀寅之助は「一志郡役所エ
出頭」し、「出願井郷セツユウヲ受」けて「双
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方協議之上、番水時間割ニ相成候、一時間
ニ五反九畝六歩掛ル」ことになったと日記
帳にある。郡役所で説諭を受けたのは紛議
があったからで、10月 9 日～11日にも堀
之内から 3 人が出席し、下之庄信行寺で
「井分水之件」で寄合をしている。次年に
おける分水の協議なのか、 3 日連続でな
され、11日夜には村の寄合で結論を村民
に知らせ、落着きの酒飯が用意された。ま
た、11月 5 日～ 7 日にも連続して寄合が
なされ、「川筋修繕之件」が協議された。
これも水利関係の案件であろう。それに、
1885年（明治18年）6 月には田植時期を控
え「分水件出合」が 5・ 7・ 8・10・18

～21・23日と何日もあり、水利改善には
村一同の出合が重要であった。 

 　なお、日記には前代の日記と同じく、家
族の行動や芝居・うかれぶしなど個人の娯
楽に関する記述、あるいは菩提寺の一志郡
小山村青巌寺をはじめ高田本山一身田専修
寺、さらに伊勢神宮や松阪愛宕山竜泉寺な
どへの参詣記事も多い。 

 4 ．多賀芳郎の日誌 

 （ 1 ）父親日記帳にみる芳郎の経歴と背景 
 　多賀芳郎は1882年（明治15年）11月 6 日
生まれで、芳郎の経歴は父寅之助の日記帳
でたどれる。1888年（明治21年）4 月21日
に「芳郎入学ス」と記され、1892年（明治
25年）3 月26日に「豊地尋常小学校試験ヲ
行　芳郎及第ス」とあり、当時 4 年間で
あった尋常小学校の修業年限を終了した。
なお、前述の1885年（明治18年）に開校し
た時習学校は1887年（明治20年）に堀之内
尋常小学校と改称され、1889年（明治22年）
の村制施行に伴い井之上区の児童も収容し

て豊地尋常小学挍となっていた （43） 。 

 　そして、芳郎は尋常小学校を卒業して
1 年おいた1893年（明治26年）4 月に「一
志郡久居町外三拾二ヶ村組合高等小学校」
へ入学する。この高等小学校は久居町に
あったが、実はその開校にあたって寅之助
がかかわっており、参考として少し紹介す
る。1887年（明治20年）12月17日に一志郡
役所で「高等小学校雇ヲ拝命」し、同月
25日まで同校寄宿舎に泊まって業務をこ
なした。具体的な業務内容はわからないが、
1888年（明治21年）4 月 7 日には盛大な開
校式があり、郡長から招待を受け参列して
いる。 

 　高等小学校の修業年限は 2 年～ 4 年で、
芳郎は1896年（明治29年）3 月23日に「三
年級免状」を得て、翌 4 月に津中学校を
受験し同中学校に入学した。しかし、1898

年（明治31年）4 月に卒業を待たずに退学
した。その背景には、父寅之助が前年に豊
地村役場助役に就き、旧紀州藩地士などの
族籍変更願申請についても代表として多忙
を極めており、芳郎が農作業や養蚕などの
家業の中心にならなければならない事情が
あったと思われる。ただ、学識があり、
1899年（明治32年）3 月には「教員欠員」
のため、わずかな期間ながら村長に依頼さ
れて学校勤めをしたこともある。 

 　芳郎が満20歳に達する1902年（明治35

年）の徴兵検査では、「体量拾五貫五十目、
身丈五尺一寸五分」で「甲種合格」となった。
1904年（明治37年）2 月に日露戦争が勃発
すると、 4 月19日に芳郎外 6 人に「充員
召集令状」が届き、22日役場での送別会
のあと村を出発した。なお、豊地村では既
に 3 月 8 日に16人が300余人の村民に見
送られて出征していた。芳郎は、 5 月27
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日に広島県宇品港から信濃丸で外地に派遣
されたが、 8 月になって「病気ニテ本国
ニ送ラレタルノ報」があり、10月10日に「病
気療養ノ為」堀之内の自宅に帰宅した。 

 　その後、家業に従事し、一時堀之内を離
れることもあったが、1911年（明治44年）
2 月には「多賀家ノ会計主権」を引き継
いだ。翌1912年（明治45年）5 月、一志郡
中村（現津市）柴山家の次女たづと結婚し、
1913年（大正 2 年）4 月に長男久生が誕生
した。 

 　そして、1922年（大正11年）11月20日に
父親が死去した翌年の 3 月には「村会ニ
於テ堀之内区長、村勢調査委員」に選ばれ、
1923年度（大正12年度）以降区長として活
動する。一方、父が会長であった徳勢会も
同年 4 月に副会長、1914年（大正 3 年）5

月に会長となる。 

 　なお、芳郎の村会議員当選については、
前出の『地方発達史と其の人物』に「明治
四十年村会議員に当選」とあるが、それは
間違いで、寅之助や芳郎の日記・日誌に芳
郎の村会議員当選の記述はない。芳郎が村
会議員になるのは1929年（昭和 4 年）3 月
のことで （44） 、1937年（昭和12年）3 月の村
会議員改選まで 2 期を勤めた。 

 （ 2 ）芳郎の日記帳・日誌とその概要 
 　【表 4】のように、芳郎が残した日記は
6 冊で、父親に比べて非常に数が少ない。

1925年（大正14年）を最後として以後は日
記を付けなかったのか、残存しなかっただ
けなのかはわからない。 

 　 6 冊のうち、No. 1 は1895年（明治28

年）12月28日～翌年 1 月 6 日の「冬季休
業日記帳」で、経歴からみて高等小学校
3 年生の時のものである。罫紙 3 枚の仮

綴じで、内容は寄宿舎から自宅に戻った
日々の起床から就寝までを簡略に記録して
いる。学習のほか子守りや菜種植えをし、
正月元旦はやはり「学校ニ行キ式ヲスマシ」
とある。 

 　No. 2～ 6 の 5 冊は、竪帳仮綴じのも
ので、「日誌」と表記する。No. 2 は表紙
内面、No. 3～ 6 は表紙に「稲村」という
署名がある。芳郎は和歌をたしなんでいた
ようで、日誌にも和歌を挿入したり、1924

年（大正13年）1 月の摂政宮良子女王御成
婚や 3 月の陸軍記念日には「献詠和歌」
を送ったりもしており、稲村は雅号であろ
う。時期は1921年～25年（大正10年～14

年）で、1921・22年（大正 10・11年）の 2

年間は父親の日記帳と重なる。ただ、父親
の日記帳が行動記録を中心としたものであ
るのに対し、芳郎の日誌は金銭面の記載が
多い。「多賀家ノ会計主権」をもっていた
ためだろうか。たとえば、農作業賃銭の支
払額や繭の売却価額などであり、繭価につ
いては次項で述べる。 

 　このように、芳郎の日誌に金銭記載が多
いのは父親の初期の日記帳が「金銀（銭）
出入」中心であったのと同様で、芳郎も
1923年（大正12年）に堀之内区長に就くと
自ずとその用件の記載が増える。中でも、
同年 9 月 1 日に発生した関東大震災の被
災者に対する地方での救援活動の実態がよ
くわかる。これも次項でみてみよう。 

 　また、日誌の至る箇所に「囲碁」の記載
がみられ、和歌とともに芳郎の生活にかな
りの比重を占めていたようであり、多賀家
の裕福さも感じる。 
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 （ 3 ）芳郎の日誌からの特記 
 ①　繭販売と売価の動き 
 　芳郎の日誌の残存する1920年代前半は
養蚕業が非常にさかんで、繭の価額も高い
時期であった （45） 。芳郎は地域の人たちと
一緒になって繭の売却に各地に出掛け、
より高価な販売に努力した。ここで1921・
22年（大正10・11年）の春蚕売却の様相を
みてみる。 

 　○1921年（大正10年） 
 　　 6  月 2 日繭売却ノ件寄合　小生、童

郎、憲一三名松坂行　八商会（川
合一）方ヘ折合　白繭八円四十五銭　
黄繭七円八十銭均一ニテ売却ノ事 

 　　同月 3 日　繭モギ 

 　　同 月 4 日　小生外七名松坂行　繭価
昇騰ニ付交渉ノ件　夜二時帰宅　繭
モキ　おあい、玉へ手伝 

 　　同 月 5 日　正午頃より松坂行　下男
同道　正繭二五、八九〇匁　五分
引　二四、五九〇　代八円替　二円

三六〇手数料　惣計一九四円三六〇
受取　夜十一時帰宅ス　末松、万吉、
佐左衛門、憲一同行ノ事 

 　○1922年（大正11年） 
 　　 5  月31日　寄合繭入札ニテ売却ノ処　

久居松坂屋、松坂八、船木金之助、
仝善吉相来ル　船木（※井関製糸場
繭買受人）ニ一四、八〇〇均一（白繭
黄繭共）落札売却ノ事　酒有 

 　　 6月 1 日　繭モギ 

 　　同月 2 日　仝上 

 　　 6  月 3 日　繭三十四貫七百六十匁　
井関前川製糸場ヘ下男同道行　五分
引ニテ　三三、〇二　一四、八〇
替　四百八十八円六十九銭受取　音
五郎、末松、芳太郎、冨蔵同道ノ事　
夕方帰ル 

 　これによれば、1921年（大正10年）の正
繭 1 貫当たり 8 円の売価が1922年（大正
11年）には14円80銭に値上がりし、繭相
場の変動は激しかった。そのため、何回か
の交渉や買受人を集めての入札なども行っ
ている。こうした記述は、1923年～25年（大
正12年～14年）の日誌にもみられるが、紙
幅の都合もあり、正繭 1 貫当たりの売価
のみ示す。1923年（大正12年）が 1 等14円・
2 等13円80銭、1924年（大正13年）は白繭
上が 8 円15銭・黄繭が 7 円70銭と下落
し、1925年（大正14年）は12円30銭とかな
り戻った。繭売却の方策をめぐって、1923

年（大正12年）以降は養蚕組合が中心にな
り、見本持参で何人かを各地に派遣し、売
価の交渉を行っている。また、芳郎の日誌
には繭の売却だけでなく、眠から起きた蚕
へ与える桑の分量や筵枚数まで細かく記さ
れ、養蚕の作業の様子が詳しくわかる。近
代の養蚕史研究の上で重要な史料である。 

写真 5　表 4  No. 6
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 ②　関東大震災の被災者救援と区民 
 　前述したように、芳郎が堀之内区長に就
任した1923年（大正12年）9 月 1 日には、
関東大震災が起きた。昼時であったため震
災と同時に住宅火災も発生し、大きな被害
となり、被災者に対しては全国的な救援活
動が展開された。三重県一志郡の豊地村に
おいても、早速区長会が招集され、芳郎は
救助米や義捐金の徴収などに努めた。日誌
からその状況を拾い上げておく。 

 　○  9 月 4 日　区長会役場ニ招集　京浜
地方救助米ノ件　各戸一升ツ （ヽ白米
ヲ集メ）村十俵トシ金銭ニ換算シ組合
ヨリ六軒ニ送附ノ事　夜右ノ件寄合 

 　○ 同月 5 日　午前区長会役場招集　本
村白米百四十俵買上ニ付協議　四十俵
組合ニ引受　百俵各区ニ分担セリ　当
区五俵　木下定次郎ニ交渉シテ搗キ　
明日送ル事 

 　○ 同月 6 日　正午　六軒停車場ヘ向ケ
田中常吉ヲ以テ送附 

 　○ 同月 8 日　区長・村会議員役場ニ
招集　本県ヨリ五〇万義捐金　本郡
五万円負担　本村四千三百十七円　内
二、〇〇〇宮村　一、〇〇〇東畑　外
千三百十七円　当区分六十三円二十四
銭　負担ノ事協議決定　夜区寄合　右
協議戸数割ニヨリ出金ノ事 

 　以上、村からの指示や割当による救援活
動ではあるが、堀之内区では即座に問題も
なく区民が協力して対応している。寄り
合って協議しても理解がなければ達成でき
ないことで、普段からの共同体体制がそれ
を支えたのである。防災と救援は現代社会
の大きな課題となっており、参考までに、
この一事例を掲げてみた。 

 おわりに 

 　1842年（天保13年）から1925年（大正14

年）までの多賀家 4 代にわたる日記は、天
候や家の金銭出入りだけなく、徐々に日々
の事柄を記載するようになった。もちろん、
金銭出入りは多賀家の経営状況などを調べ
る上で欠かせないものであるが、日々記載
された事柄は、当時の社会情勢を知るため
にきわめて有効な史料となる。 1 冊 1 冊
を克明に調査し、他の多賀家文書とも合わ
せ調べれば、一層明らかになることは間違
いない。多くの歴史や民俗研究者がこの日
記を利用し、それぞれ成果をあげられるこ
とを期待し、ここに日記帳の紹介を試みた
のである。 

 　また、近世・近代史や民俗学の参考だけ
でなく、広い範囲での研究の手掛かりが多
賀家の日記に潜んでいる。たとえば、多賀
家の菩提寺は、真宗高田派の中本山ともさ
れる一志郡小山村の青巌寺で、寅之助は役
員として住職の問題などの相談にも応じた
り、1886年（明治19年）12月の本山一身田
専修寺での一光三尊仏御開帳の際には青巌
寺に何日間も泊まって一身田に向かう参詣
者を案内したりしている。専修寺の一光三
尊仏御開帳は、おおよそ17年ごとに行わ
れてきているが、寅之助の日記帳を詳細に
みれば一光三尊仏御開帳の様相の変化も探
れるのではないだろうか。 

 　それに、豊地村は考古学上も注目される
地域で、県内ではきわめて珍しい前方後方
墳が 4 基集中する。1914年（大正 3 年）、
そのうちの向山古墳と錆山古墳の 2 基が
豊地村郷土誌編纂目的で発掘された。寅之
助らが中心になったようで、その時の見取
図略図などは「郷土資志」 （46）  というノート
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表 1　多賀伊兵衛日記一覧

No. 西暦 年記 表題 史料番号 備考
1 1836 天保七丙申年二月吉日 諸用控 7―750 2 月分のみ
2 1836 天保七丙申年六月十五日ヨリ 諸用附込帳 22―う41 5 月から盆前まで
3 1837 天保八丁酉年正月吉日 諸事当用万指引帳 22―う43 5 月ヵまで
4 1838 天保九戊戌年正月吉日 諸用帳 22―う15 3 月まで
5 1842 天保十三年寅正月より 歳中目出度諸用出入帳 7―710 5 月まで
6 1844 弘化元辰正月 諸用附込帳 22―え43

7 1846 弘化三丙午年正月吉日 諸用附込帳 22―う46

※形態はすべて横帳

表 2　多賀与次右衛門日記一覧

No. 西暦 年記 表題 署名 史料番号 備考
1 1847 弘化四丁未年正月十七日・同五戊申

年改二月就中賀永ト改メ也
諸用付込覚帳 6―661

2 1849 嘉永二己酉年正月朔日改メ 小遣出入日記控 6―660

3 1850 嘉永三庚戌年正月吉日 出入小遣日記帳 多賀猪八郎久登
（花押）

6―659 虫損甚

4 1851 嘉永四辛亥年正月吉日 出入諸用日記小遣帳 多賀猪八郎久登
（花押）

6―658

5 1852 子嘉永五壬子年正月吉日 諸用日記出入諸遣帳 多賀久登（花押） 6―680

6 1853 癸丑嘉永六年正月吉日 諸用出入小遣日記帳 多賀氏 6―679

7 1854 嘉永七年寅正月吉日 諸用出入小遣日記帳 多賀氏 6―677

8 1855 安政二乙年正月吉朔日 卯諸用出入小遣日記帳 多賀氏久登（花押） 6―678

9 1856 安政三丙年正月吉祥日 辰諸用出入小遣日記帳 堀之内村多賀久
登（花押）

6―668

10 1857 安政四丁年正月吉祥日 巳諸用出入小遣日記帳 多賀氏久登（花押） 6―669

11 1858 安政五戊年 午諸用出入日記帳 多賀久登（花押） 6―670

12 1859 安政六己年 未諸用出入日記帳 多賀久登（花押） 6―667

13 1860 安政七庚申正月吉日 万延元年与改
壬三月十日頃

申諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―654 虫損甚

にまとめられているが、向山古墳出土の
遺物は当時の東京帝室博物館に収蔵され
た。そして、1923年（大正12年）春には同
博物館監査官補後藤守一の現地調査があっ
た （47） 。それは芳郎の日誌の 4 月26日の「東
京博物館後藤守一・神宮司庁大西源一 郎

（ママ）

同道来宅」という記載と合致する。ただ、
残念ながら寅之助死去の翌年であり、寅之
助が生存していたら後藤守一も違った情報
が得られたかもしれない。 

 　これ以外にも、多賀家の日記には様々な
興味深い記載がある。紙幅と時間的余裕が
ないので、紹介はここで終わることにする
が、多賀家文書は松阪市に寄贈され、前述
のとおり市の指定文化財となっている。現
在は松阪市教育委員会郷土資料室に所蔵さ
れ、誰もが閲覧可能で、本文でも史料番号
を付し閲覧の便宜を図ったつもりである。 

 （執筆分担：～ 2　鈴木、 3～　吉村）  
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14 1861 万延弐年正月吉日 文久与改り元年
三月十五日

酉諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―655

15 1862 文久二壬正月吉祥日 戌諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―656

16 1863 文久三癸年正月吉日 亥諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―665

17 1864 文久四甲子年正月吉日 年号改三月
十九日出同廿一日廻ル元治元年

子諸用入出日記帳 多賀与次右衛門 6―662

18 1865 元治弐年乙丑正月吉祥日 年号四月
廿七日改り慶応元年

丑諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―663

19 1866 慶応弐年丙寅正月吉日 寅諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―664

20 1867 慶応三丁卯正月吉日 卯諸用出入日記帳 多賀与次右衛門 6―666

21 1868 （明治 1） （表紙欠） 6―672― 1 前欠、虫損甚、 4 月 1 日よ
り、 6 ―672― 1～ 3 は綴り

22 1869 明治二己年正月吉日 巳諸用出入日記帳 多賀与次右衛門
久登（花押）

6―672― 2

23 1870 明治（ 3）［　］ 午［　］ 6―672― 3

24 1872 明治五壬正月吉日 壬申諸用出入日記帳 6―648 後欠、10月20日分まで
25 1874 明治七年甲戌一月一日大陽暦 諸用日記帳 多賀与次右衛門 6―675

26 1875 乙亥明治八年大陽暦一月一日 諸費出入日記帳 多賀与次右衛門 6―674

27 1876 明治九丙子一月一日旧十二月五日也 金券出入日記 多賀与次右衛門 6―673

28 1877 明治十年丑二月一日旧十二月十九日
也

金券出入日記 多賀与次右衛門 6―651

29 1878 明治十一年二月二日旧正月朔日 金銀出入日記 多賀与右衛門 6―676

30 （表紙欠） 6―657 前欠、 5 月11日分より

※形態はすべて横帳

表 3　多賀寅之助日記一覧
No. 西暦 形態 年記 表題 署名 史料番号 備考

1 1881 横帳 明治十四年辛巳一月一日庚辰旧十二月二日也
金銀出入晴雨
日記覚

多賀虎之
助扣

6―671―1
裏表紙　多賀虎之助
尉菅原久康

2 1882 横帳 明治十五年壬午一月一日辛巳旧十一月十二日
金銀出入晴雨
日記帳

多賀氏 6―671―2
裏表紙　多賀虎之助
菅原久康

3 1883 横帳 明治十六年癸未一月
金銭出入晴雨
日記帳

多賀氏控 6―671―3 裏表紙　多賀氏姓

4 1884 横帳 明治十七年甲申一月
金銭出入晴雨
日記

多賀姓控 6―671―4

5 1885 横帳 明治十八年一月吉日
金銭出入晴雨
日記帳

多賀氏 6―671―5 裏表紙　多賀寅之助

6 1886 横帳 明治拾九年第一月良日 晴雨日記帳 多賀氏 6―671―6
7 1887 横帳 明治二十年丁亥第一月良日 晴雨等日記帳 多賀姓 6―671―7
8 1888 横帳 明治弐拾壱年第壱月良日 晴雨日記帳 多賀姓 6―671―8
9 1888 竪帳 （表紙なし） 21―132

10 1888 竪帳 （表紙なし） 28―112―1
11 1889 横帳 明治弐拾弐年第壱月良日 晴雨日記帳 多賀姓 6―671―9
12 1890 横帳 明治弐拾参年第壱月 晴雨日記帳 多賀姓 6―671―10
13 1891 横帳 明治弐拾四年 晴雨日記帳 多賀 6―671―11
14 1892 横帳 明治弐拾五年 晴雨日記帳 多賀 6―671―12
15 1893 横帳 明治弐拾六年 晴雨日記帳 多賀氏 6―671―13
16 1894 横帳 明治弐拾七年 日記覚 多賀家 21―49
17 1895 竪帳 明治弐拾八年 日記覚 多賀氏 21―65
18 1896 横帳 明治二拾九年 晴雨日記帳 多賀氏 21―123
19 1897 横帳 明治三十年 晴雨日記帳 多賀氏 21―77
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表 4　多賀芳郎日記一覧

No. 西暦 形態 年記 表題 署名 史料番号 備考
1 1895 竪帳 明治弐拾八年十二月廿八日

ヨリノ事
冬季休業日記帳 多賀芳郎拝 28―91

2 1921 竪帳 大正拾年 日誌 3―177 表紙内面　稲村
3 1922 竪帳 大正拾一年 日誌 稲村 3―182

4 1923 竪帳 大正拾二年 日誌 稲村 3―180

5 1924 竪帳 大正拾三年 日誌 稲村 3―181

6 1925 竪帳 大正拾四年 日誌 多賀芳郎 21―63

20 1898 横帳 明治三十一年 日記帳 多賀氏 21―52
21 1899 横帳 明治参拾弐年 晴雨日記帳 21―39
22 1900 横帳 明治参拾参年 晴雨日記帳 21―36
23 1902 横帳 明治参拾五年 日記帳 多賀氏 9―40
24 1903 横帳 明治参拾六年 日記帳 多賀氏 9―41
25 1903 手帳 （表記なし） 29―34―1
26 1904 日記帳 明治三十七年六月ヨリ 役場日誌 多賀 14―14
27 1904 横帳 明治参拾七年 日記帳 多賀氏 21―12
28 1905 洋装 明治三十八年 日誌 21―15
29 1905 横帳 明治参拾八年 日記帳 多賀氏 21―48
30 1906 洋装 明治参拾九年 日誌 21―16
31 1906 横帳 明治参拾九年 日記帳 多賀氏 21―50
32 1907 洋装 明治四拾年 日誌 多賀 13―120
33 1908 洋装 明治四拾年 日誌簿 多賀氏 14―17

34
1907

1908
竪帳 自明治四拾年壱月至明治四拾壱年拾弐月 晴雨日記帳 多賀氏 21―57

35
1908

1909
洋装

明治四十一年公用　明治四拾弐年併用ス　明治四
拾参年併用ス

日誌 多賀 14―18

36
1909

1910
竪帳 明治四拾弐年・明治四拾参年 晴雨日記帳 多賀氏 21―43

37 1911 竪帳 明治四拾四年 晴雨日記帳 多賀氏 21―41

38 1912 竪帳
明治四拾五年壬子　七月三十日改元　七月三十一
日ヨリ大正元年トナル

晴雨日記帳 多賀氏 21―37

39 1913 竪帳 大正二年癸丑 晴雨日記帳 多賀久敬 21―56
40 1914 竪帳 大正参年甲寅　紀元弐千五百七拾四年 晴雨日記帳 多賀氏 21―40
41 1915 竪帳 大正四年乙卯　紀元弐千五百七拾五年 晴雨日記帳 多賀氏 21―60

42 1916 竪帳
紀元弐千五百七拾六年　大正五年　丙辰　閏年
三百六十六日

晴雨日記帳 多賀氏 21―55

43 1917 竪帳 大正六年丁巳 晴雨日記帳 多賀氏 21―38
44 1918 竪帳 大正七年 日記帳 21―64
45 1919 竪帳 大正八年 日記 多賀久敬 21―59

46 1919 ノート 大正八年十一月二日ヨリ
中郷村長ニ関
スル　日誌

21―67

47 1920 竪帳
大正九年　神武天皇　即位紀元二千五百八十年　
庚申

日記 多賀氏 21―58

48
1920

1921
ノート 大正九年一月一日ヨリ大正十年三月十一日迄

中郷村長ニ関
スル事　日誌

21―66

49 1921 竪帳
大正十年　神武天皇　即位紀元二千五百八十一年　
辛酉

日記帳 多賀久敬 21―69

50 1922 竪帳
大正十一年　武天皇　即位紀元二千五百八十二年　
壬戌

日記帳 多賀久敬 21―42
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注一覧 
（ 1）  『嬉野史』史料編（上）（松阪市、2008

年）、同史料編（下）（松阪市、2005年）。 

 （ 2）『嬉野史』通史編（松阪市、2009年）。 

 （ 3）『嬉野史』史料編（上）3 章資料14。 

 （ 4）津藩紀州藩どちらの藩領のものかは
未詳。 

 （ 5）江戸の大伝馬町一丁目に木綿問屋・
繰綿問屋、尾張町一丁目に呉服問屋を開
く京商人。大伝馬町の店は1858年（安政
5 年）類焼し、翌年休業した。 

 （ 6）1846年（弘化 3 年）永暇、帰郷後1857

年（安政 4 年）病没。 

 （ 7）藩から正式に地士の名称を与えられ
た年代は未詳、1701年（元禄14年）の地
士書上（『南紀徳川史』第11冊）には多賀
伊兵衛の名がある。 

 （ 8）史料上は伊平・猪兵衛の表記もみら
れるが、ここは系譜に従った。 

 （ 9）1817年（文化14年）6 月老年のため悴
伊兵衛へ地士を相続させたいという願書
控がある（多賀家文書2 ― 88）。 

 （10）紀州藩は100石以上の藩士に知行地
を与えており、藩士は年貢の取立のため、
1 村または数か村単位で納庄屋を任命
していた。正木は1858年（安政 5 年）に
五郎右衛門の名で島田・須賀・伊勢寺・
大平尾・小阿坂村に〆今高700石を領し
ていた。堀之内村では菅沼九兵衛が今高
200石、元高で139石余を与えられていた。 

 （11）1846年（弘化 3 年）の文七・忠七連名
の書状に57両を送金し、返済にあてて
ほしいとある（『嬉野史』史料編（上） 2

章資料96）。 

 （12）「弘化三丙午年晴雨記」「天保十五甲
辰年中晴雨記」「弘化二乙巳年晴雨記」
の順に記されており、天保15・弘化 2

年分は別に記してあったものを書き写し
たと考えられる。なお、弘化 3 年分は
5 月 5 日まで記載。 

 （13）表 1 のNo. 6 の1844年（弘化元年）の
附込帳も同じように区分けしているが、
天候部分はない。 

 （14）6 月 4 日までが帳面に直に記載され、
5 日から10日分は別に記していたと思
われる切紙が貼付されている。そのあと
丁を替えて別筆で「右是迄相わからず」
という記載のあと16日から別筆で記載
が続く。 

 （15）1857年（安政 4 年）分家するまでは与
次右衛門と同居し、補佐している。 

 （16）文七は仕舞登として1846年（弘化 3

年）年末に帰郷している。また同じ時に
忠七も永暇をもらって帰郷しているの
で、忠七が書いた可能性もある。 

 （17）1849 年（嘉永2年）の日記は『嬉野史』
史料編（上）に掲載されているが、ここで
は1855年（安政 2 年）の冒頭を紹介して
おく。 

 　「安政二乙卯 

 　　正 月朔日　天気少々山里共雪降り有、
目出度家内無事 

 　　　　出三拾文　　法性寺 

 　　　　同弐拾文　　信行寺 

 　　　　同四拾文　　義名寺・善福寺 

 　　二 日　天気荒風高汐松崎へ五六寸ニ而
汐入ト申事候、松坂へ年頭ニ出、供
惣兵衛也 

 　　　　出拾三匁　　年玉取かへ 

 　　　　出三匁　　　小十郎へ同断 

 　　三日　曇雨なし 

 　　四 日　朝雨ふり夕方きり有雨少々な
り、矢野源之助参ル 

 　　　　入三匁八分　　御意ゟ利下ケ 
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 　　　　　　村方へも配分仕候 

 　　五 日　朝きり五ツ頃ゟ西風、波瀬組元
年礼行、新平連テ足くろき候 

 　　　　出八匁　組元年玉　取かへ 

 　　　　出三匁　同　年玉　地士分 

 　　六 日　大西風天気、行者講宿仕候、豆
腐四丁・溜壱合・酒八分分也、火用
心番弐百文用蔵・定助ゟ受取十人へ
割渡ス 

 　　　　出拾六文　　行者様へ 

 　　　　出弐拾弐文　鼻紙 

 　　　　入八分　　　酒出ス　　　　　 」 
 （18）1856年（安政 3 年）の主なものは『嬉
野史』通史編本論に紹介されている。 

 （19）与次右衛門が関わった講は「安政三
辰年改 頼母子加入控帳」（多賀家文書
23 ― イ20）で知ることができる。 

 （20）1846年（弘化 3 年）からの地士による
鉄砲稽古、1850年（嘉永 3 年）からの積
立金については『嬉野史』史料編（上）
2 章資料176・177参照。 

 （21）この地域では 1 年間の庚申の日の回
数と同じ数の棚を設けた棚飾りを作る慣
習がある。多賀家日記でも「五ツ庚申」
「六ツ庚申」「七ツ庚申」と棚数を記して
いる。この棚飾りの費用は村入用で賄わ
れる。 

 （22）1854年（安政元年）の地震については
『嬉野史』史料編（上）2 章資料125に掲
載されている。 

 （23）1855年（安政 2 年）の日記 4 月 2 日
に「おかげト申松坂津町々参宮なり」、
同22日に「佐右衛門方へ大神宮様けん
さきみかん之木之上ニふる」、同24日に
「繁蔵方井戸へ外宮様御祓振ル」とある。
1867年（慶応 3 年）については『嬉野史』
史料編（上）2 章資料230に掲載されてい

る。 

 （24）金銭や品物をもらった時、その10分
の 1 程度のお礼をその場で渡すもので、
松阪周辺にみられる慣習。 

 （25）1855年（安政 2 年）では 5 月 4 日川
原木造の太鼓小野屋で〆粕を 3 両 2 分
5 匁にて買い取るとある。 7 月29日に
は「げんげん（蓮華草）種」 5 升の代金
6 匁 2 分 5 厘が出金に記載されている。 

 （26）史料番号20 ― 13、表紙スレのため表
題は読めない、横半帳、記載は1876年（明
治 9 年）まで。 

 （27）栽培していない年もあり、明治に入っ
てからの 9 年間はまったくみられない。 

 （28）入金で人名のみのものがあり、これ
は貸金の利息の可能性もある。与次右
衛門は貸借金については「安政元甲寅
年十二月廿日 金札出入帳」（多賀家文書
23 ― ア3、横半帳、慶応 3 年まで記載）を
作成している。 

 （29）1855年（安政 2 年）は比較的多く、合
計およそ15、6両分記載されている。 

 （30）副収入として日記にみられるのは農
作物のほか卵・薪・棕櫚皮などがあるが、
金額的にはわずかなものである。 

 （31）「元治元年甲子卯月四日　多賀虎吉誕
生縄取到来扣　多賀与次右衛門」多賀家
文書23 ― イ ― 21。 

 （32）鈴木善作『地方発達史と其の人物』
郷土研究社、1935年。 

 （33）『嬉野史』通史編。 

 （34）「徳勢会規則書」1911年、多賀家文
書3 ― 270 ― 38。 

 （35）「（徳勢会会員名簿）」1922年、多賀
家文書3 ― 270 ― 39。 

 （36）『嬉野史』史料編（下）。 

 （37）『嬉野史』文化財・民俗編（松阪市、
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2007年）。 

 （38）『三重県史』別編民俗（三重県、2012年）。 
 （39）三重県師範学校郷土誌「一志郡中川
村郷土誌　本科一年生　田中健次郎」・
「一志郡豊地村郷土誌　一年甲組　三浦
寅之助」三重大学附属図書館所蔵（『嬉野
史』史料編（下）所収）。 

 （40）『三重県教育史』年表統計編（三重県
教育委員会、1979年）。 

 （41）「廻章」多賀家文書（『嬉野史』史料編
（下）所収）。 

 （42）「（豊地村各大字田地の水源報告）」
1907年、多賀家文書13 ― 77。 

 （43）『嬉野町史』（嬉野町役場、1981年）。 

 （44）『大坂朝日　三重版』1929年 3 月31日。 
 （45）「附録　年次別生繭一貫匁平均価額」
『三重県農会報』第312号（三重県農会、
1934年）。 

 （46）「郷土資志」多賀家文書（『嬉野史』考
古編、松阪市、2006年）。 

 （47）後藤守一「伊勢一志郡豊地村の二古
式墳」『考古学雑誌』14 ― 3（考古学会、
1923年）。  

   


